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令和６年度第 3 回区長会 議事メモ 

年 月 日 令和 6 年 8 月２４日（土） 午前 9 時３０分～午前 1１時００分ごろ 

会 議 名 令和６年度第 3回区長会 

出 席 者 
令和６年度総務会区長（５０名）、 

伊藤環境文化部長、事務局（くらし人権課：勝見課長、水野、杉山、河村） 

欠 席 者 なし 

主な内容 No．１／１ 

１ 区長会長あいさつ 

２ 市長（髙木 貴行 市長）あいさつ 

３ 市議会議長（柴田 雅也 議長）あいさつ 

４ 議  題 

 

区長への周知 

１ 令和６年度「市民と議会との対話集会」開催のお知らせ ＜資料１＞ 

 （説明概要） 

「市民と議会との対話集会」を開催するため、多くの皆様に参加願いたくお知らせするもの。回

覧チラシを 10 月号広報配布時に送付するため、回覧の協力をお願いするもの。 

11 月５日（火） 午後７時～午後８時 30分 駅北庁舎４階大ホール 

11 月７日（木） 午後２時～午後３時 30分 本庁舎２階大会議室 

（主な質疑・意見） 

・特になし 

 

２ 新庁舎建設基本計画（案）に係るパブリック・コメントの実施について（周知） ＜資料２＞ 

（説明概要） 

  令和６年２月から検討を進めてきた新庁舎建設基本計画（案）について、パブリック・コメント

を実施するため、周知するもの。 

（主な質疑・意見） 

・特になし 

 

３ 防犯カメラ設置事業補助制度の終了について＜資料３＞ 

 （説明概要） 

令和２年度～令和６年度までの期間限定で実施している「防犯カメラ設置事業補助制度」を予定 

通り終了するもの。 

（主な質疑・意見） 

・特になし 

 

４ 国際陶磁器フェスティバル美濃’24 の観覧について＜資料４＞ 

 （説明概要） 

今秋開催の「国際陶磁器フェスティバル美濃’24」を区長各位に観覧いただくため、区長会交
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付金でチケットを購入して区長に１枚ずつ配付する。 

（主な質疑・意見） 

・特になし 

 

５ デジタル回覧板について＜資料５＞ 

（説明概要） 

デジタル回覧板のテスト運用について区や町内会からの情報発信がなくても、周知して利用で

きる体制を整えるもの。 

（主な質疑・意見） 

 ・特になし 

 

区長・町内会長への周知  

６ バスチケット 65 について＜資料６＞ 

 （説明概要） 

10月１日から 65歳以上の多治見市民に対して市内で運行するバスで利用できる助成券（100

円券を 30 枚（半年分））を支給する事業を開始する。区内での周知をお願いするもの。 

（主な質疑・意見） 

 ・高齢者に区長が周知するのか。 

→区民の高齢者一人一人に区長から周知する必要はない。区長や町内会長へお問い合わせが 

入った時にお答えいただけるよう協力をお願いするもの。 

・池田地区にはバスが通っていない。市内全てに対応できていないことをどう考えているか。 

  →バス路線が市内全てにあるわけではないことを課題と考えている。今回はバス路線の平日昼

間のみを対象としていた２００円バス制度を廃止し、新たに全時間、全日に拡大し、よぶくる

バスも対象とさせていただく趣旨。多治見市内で横移動をする際などにぜひ便利に使っていた

だきたい。 

 ・２００円バスが廃止されるのか分からない。周知が行き届いていないのではないか。 

→２００円バスの代替手段として周知しており、２００円バスは廃止となる。周知が不足して 

いる点は対応していく。 

 

区長への作業・提出依頼  

７ 自主防犯ボランティア団体表彰制度について（依頼）＜資料７＞ 

 （説明概要） 

 ＜推薦団体があれば提出＞ 

地域で長年にわたり防犯活動をされている団体があれば推薦願う。 

推薦期限：10 月 29 日（火） 

提出書類：推薦調書等関係書類一式 

提出先：くらし人権課（本庁舎１階）（主な質疑・意見） 

（主な質疑・意見） 

・特になし 
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区長・町内会への作業・提出依頼 

８ 令和６年度社会福祉事業協力金（日赤社資・社協会費・共同募金）のお願いと取りまとめについ

て（ご依頼）＜資料８＞ 

 （説明概要） 

 社会福祉事業協力金（日赤社資、社協会費、赤い羽根共同募金）への協力をお願いするもの。協

力いただいた募金については、各区、町内会単位で集めていただき、令和６年 10 月 31 日（木）

までに、別添の振込用紙で振込願うもの。（主な質疑・意見） 

（主な質疑・意見） 

・特になし 

 

９ 令和７年度地域集会所施設整備等補助金の事業計画書の提出について＜資料９＞ 

 （説明概要） 

令和７年度に地域集会所施設整備等補助金の活用を希望する場合は、事業計画書の提出をお願

いするもの。 

 提出期限：令和６年９月 30 日（月） 提出書類：事業計画書及び添付書類一式 

 提出先 ：くらし人権課（本庁舎１階）（主な質疑・意見） 

・特になし 

 

区長・町内会長への周知 

1０ 令和７年度コミュニティ助成事業の募集について＜資料 1０＞ 

 （説明概要） 

令和６年度コミュニティ助成（宝くじ補助金）の活用を予定している場 

合は、相談願う。 

提出期限：令和６年９月 20 日（金）／相談先：くらし人権課、文化スポーツ課（本庁舎１階）、 

企画防災課（本庁舎４階）、教育推進課（駅北庁舎３階） 

（主な質疑・意見） 

・特になし 

 

配付資料 

・多治見市認知症見守り研修会チラシ            (高齢福祉課) 

・国際陶磁器フェスティバル美濃’２４チケット（各１枚）  (多治見市区長会事務局)  

・ホワイトタウンフリーマーケット出店者募集チラシ   （34 区自治会／ＷＴ地域力フリマ会議） 

 

お知らせ 

・第４回 区長会総務会 10 月４日（金）午前９時 30 分～ 市役所本庁舎 ２階大会議室 

・第４回 区長会議 10 月 19 日（土）午前９時 30 分～  市役所本庁舎 ２階大会議室 

・岐阜県自治連絡協議会 研修大会 11 月８日（金）午後 0 時 30分 市役所本庁舎出発予定 可

児市文化創造センター（午後５時ごろ帰着予定） 

・区長会視察研修（場所未定）及び交流会（場所未定、会費 6,000 円程度予定） 

11 月 22 日（金） 午前 9：00 頃 市役所本庁舎出発予定 17：00～交流会予定 
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その他 

・第３回区長会終了後に、校区単位をベースに、意見交換を実施。 

 第１回意見交換会を受け、第２回では次のことについて意見交換を行う。 

（１）意見交換が不十分な項目について、他グループの意見を参考に振り返り 

（２）町内会の脱会を阻止するために、市に依頼したい事項の提案 

  

＜グループ＞ 

Ⓐ養正（１～６区）Ⓑ昭和（７～12区,37 区）Ⓒ精華（13～19 区,33区,39 区） 

Ⓓ共栄＋北栄（20区,21 区,49 区＋32 区,35区,36 区,50 区） 

Ⓔ根本＋小泉＋池田（22 区,31 区＋23 区,24区＋25 区,26 区,27区） 

Ⓕ市之倉＋南姫＋脇之島＋滝呂（28区＋30 区＋34 区＋29 区,38区,40区） 

Ⓖ笠原（41～48 区）【ⒺとⒼは２階中会議室へ室移動となる】 

＜意見交換会のテーマ＞：町内会の脱会を阻止するには 

①高齢者の脱会を防ぐためにどのような工夫ができるか 

②伝統行事等の実施について、現状を鑑みて運営の仕方等を改善することはできないか 

③区長の選出方法を見直すことはできないか 

④若い人の自治会加入を促す有効な手立てはあるか 

（配布資料、お知らせ、その他に対する主な質疑・意見） 

・特になし 

 


